
綾川町全国大会等参加補助金交付要綱

令和 6年 4月 1日

教育委員会告示第 1号

（趣旨）

第１条 この告示は、町内のスポーツ振興及び文化振興を図るため、香川県外で

開催される全国大会等の事業に個人又は団体が参加する場合に、その者に対

し予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるも

のとする。

（補助対象）

第２条 この告示における事業とは、国、地方公共団体、公益財団法人日本スポ

ーツ協会加盟団体（下部組織については全国規模のものに限る。）若しくは芸

術文化における全国組織が主催若しくは共催（大会等実行委員会の一員であ

る場合を含む。）をする事業又は当該事業の予選事業とする。

２ この告示により、補助金の交付を受けることができる者は、前項の規定によ

る事業の要項等に記載された者とし、綾川町民に限る。ただし、介助が必要な

者が参加するための介助者は、補助対象とする。

（補助金の額）

第３条 補助金の額は、目的地までの旅費、宿泊費及び参加費を基礎に他の関係

機関から支給される補助金等を控除して算出した額の３分の１とし、１人当

たり１０万円を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場

合は、その端数を切り捨てるものとする。

２ 前項の規定による旅費及び宿泊費の算出方法については、別表のとおりと

する。

３ 第１項の規定によらず、綾川町立小中学校における学校教育の一環として

参加する事業については、全額補助とする。

（交付の申請）

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、全国大会等参加補助金交付申請

書（様式第１号）に、事業報告書、開催要項等その他関係書類を添えて、町長

に提出しなければならない。

（交付の決定及び通知）

第５条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、

補助金交付の可否及び補助金額を決定するものとする。

２ 町長は、前項の規定による決定をしたときは、全国大会等参加補助金交付決

定通知書（様式第２号）を申請者に交付する。

（補助金の交付）



第６条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定した者に対し、補助金を

交付する。

（交付決定の取消し等）

第７条 町長は、申請者が次の各号に該当した場合には、補助金交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。

（１）不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

（２）補助金の交付の条件に違反したとき。

２ 前項の規定により補助金交付決定額の全部又は一部を取り消した場合にお

いて、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命じ

るものとする。

（その他）

第８条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町

長が別に定める。

   附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。

（綾川町県外等派遣等に関する補助金交付要綱及び綾川町全国大会参加補助

金交付要綱の廃止）

２ 次に掲げる告示は、廃止する。

（１）綾川町県外等派遣等に関する補助金交付要綱（平成１８年綾川町告示第

６号）

（２）綾川町全国大会参加補助金交付要綱（平成１８年綾川町告示第２２号）



別表（第３条関係）

算定方法

旅費

ア．公共交通機関を使用した場合は、目的地までにかかる料金（注 1）

イ．借上車両等を使用した場合は、当該事業者からの請求額（注 2）

（請求に高速道路料金、燃料代又は駐車場代が含まれない場合の算

出方法は、下記ウに準ずる。）

ウ．自己が所有する自動車等を使用した場合は、目的地までにかかる

高速道路料金（注 3）、燃料代（注 4）及び駐車場代（注 5）とする。

※上記に当てはまらない場合については、事前に協議すること。

宿泊費
・一人１泊当たり 11,000 円を超えない範囲で実費額とし、食事の有無

は問わない。（注 6）

備考

・出発地は、個人の場合は自宅、団体の場合は集合地とし、目的地は、

事業開催会場とする。

・目的地又は事業内容により宿泊が必要と認められる場合に限り、宿

泊費の補助を認める。その場合、宿泊場所は、できるだけ事業開催会

場から近い場所とし、開場までの交通費は、旅費の対象とする。

（注 1）出発地から目的地までの最短ルートの利用とし、指定席の利用は認めるが、グ

リーン席の利用は認めない。ただし、指定席を利用した場合、領収書を事業報告

に添付すること。（注 7）

（注 2）借上車両の大きさが、必要以上のものとならないよう留意すること。

（注 3）高速道路料金については、出発地から目的地までの最短ルートの区間とし、領

収書を事業報告に添付すること。（注 7）

（注 4）各種地図ソフトにより出発地から目的地までの最短ルートの距離（単位は kmと

し、小数点第 1位を切り捨てる。）に 30円/km を乗じた額とする。

（注 5）領収書を事業報告に添付すること。

（注 6）一人当たりの宿泊費が記載された領収書を事業報告に添付すること。

（注 7）（注 1）及び（注 3）における事業報告に添付された領収書について、最短ルー

トでないと認められる場合は、町長が最短ルートでの料金を算定する。



様式第１号（第４条関係）

年  月  日

  綾川町長 様

住 所（団体名）

氏 名（代表者名）

連絡先

全国大会等参加補助金交付申請書

次のとおり、全国大会等に参加したので補助金の交付を申請します。

事業名（大会名）

参加期間

目的地（開催場所）

参加団体名（チーム名）

参加者

氏 名 住 所 備 考

補助対象額算出根拠

旅  費・・・①

宿 泊 費・・・②

参 加 費・・・③

他の関係機関からの補助・・・④ △

合計・・・⑤（①＋②＋③－④）

補助交付申請額

⑤×    （千円未満切捨て）

添付書類（事業報告書・開催要項等・                     ）



様式第２号（第５条関係）

年  月  日

          様

綾川町長        ㊞

全国大会等参加補助金交付決定通知書

     年   月   日付けで申請のあった全国大会等参加補助金の交付につ

いて、次のとおり決定したので通知します。

事業名

交付決定額 円

交付条件


